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西原町子育て世帯訪問支援事業委託事業者募集要項  

  

１ 目的  

   子育て世帯訪問支援事業業務は、家事・子育てに対して不安や負担を抱える子育て家

庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱え

る不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭

や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。  

  

２ 委託業務の内容等  

（１） 業務名 西原町子育て世帯訪問支援事業（社会福祉法に基づく第２種社会福祉事

業） 

（２） 業務内容 別紙「西原町子育て世帯訪問支援事業業務委託（単価契約）仕様書」

のとおり 

（３） 委託期間 契約締結日から令和８年 3 月 31 日 

（４） 委託料（第２種社会福祉事業のため非課税） 

  

３ 応募資格   

次に定める要件を全て満たすこととし、要件を満たさなくなった場合には委託契約を

解除する。  

（１） 次のいずれかに該当する事業所  

ア 介護保険法に基づく訪問介護の指定を受けている事業所  

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅介

護の指定を受けている事業所  

ウ 児童福祉法に基づく認可外居宅訪問型保育施設の届出をしている事業所  

エ 家事や子育てなどに関する支援の実績を有し、支援できる体制が整っている事

業所  

（２） 上記事業所を西原町内に有していること。 

（３） 次のいずれにも該当しないこと。  

訪問支援費  １時間当たり １，５００円  

事務管理費 １月当たり ４７，０００円 

ただし、派遣がない月の事務管理費は発生しない。 

子育て世帯訪問支援事

業 補償保険料 

委託期間分の保険料分  
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ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に規定す

るもの）又は暴力団員の密接関係者が、役員就任や経営関与している団体等 

イ 国税、地方税を滞納している団体等  

ウ 専ら宗教活動や政治活動を目的とした団体等  

（４） 次のいずれも満たす訪問支援員を配置すること。  

ア 個人情報の適切な管理や守秘義務、AED（自動体外式除細動器）の使用方法や

心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する講習を受講した

者。ただし、他の研修等の修了や資格をもって習得できると町が判断した者に

ついては省略しても差し支えない。  

イ 次の欠格事由のいずれにも該当しない者  

(ｱ) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなるまでの者  

(ｲ) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、児童売春、児童ポルノに係る行

為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成１１年法律第

５２号）、児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４令）第３５条の５各号

に掲げる法律により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなるまでの者  

(ｳ) 児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第２条に規定

する児童虐待又は児童福祉法第３３条の１０に規定する被措置児童等虐待

を行った者  

  

４ 応募について 

（１）受付期間 令和７年 7月 8日（火）～ 令和７年 7月 23日（水） 

（２）申請方法 以下の書類をこども課こども相談係まで各１部ずつ提出すること。 

（持参又は郵送） 

（３）提出書類 

子育て世帯訪問支援事業登録事業者 

1. 事業者登録申請書（様式第１号）  

2. 誓約書（様式第２号）  

3. 事業所情報提供書（様式第３号）  

4. サービス業者指定書の写し 

 ※「３応募資格」（１）ア・イに該当する事業者のみ  

5. 家事支援又は育児支援の派遣実績がある事業所に関する事項（様式第４

号）  

※「３応募資格」（１）エに該当する事業者のみ  
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6. 団体等の概要（様式第５号）  

  

５ 申請辞退  

申請後に辞退する事業者は、申請辞退届（様式第６号）により所管課に届け出なけれ

ばならない。  

 

６ 登録審査及び結果の通知  

提出書類により審査し、資格を満たしているかを審査した上で登録を決定する。登録

決定した事業者には登録通知（様式第７号）により通知する。  

  

７ 登録内容の変更  

事業者は登録内容に変更があった場合には、登録内容変更届（様式第８号）により

届け出なければならない。  

  

８  登録取消の申出  登録の取消を求める事業者は、登録取消申出書（様式第９号）に

より、取消を希望する日の１か月前までに申し出なければならない。  

 

９ その他 

（１）申請に要する費用は、事業者の負担とする。 

（２）提出書類については返却しない。 

（３）提出書類等に虚偽の記載をした場合又は重大な不備がある場合は無効とする。 

 

１０ 所管課  

  西原町こども課 こども相談係   

住所：〒903-0220 沖縄県中頭郡西原町字与那城１４０－１  

電話：098-945-5311 

  電子メール：kodomosoudan@town.nishihara.okinawa.jp  

  


